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第３部     計画の推進 

                                           

 

 

『住み慣れた地域で互いに支えあい 安心して 健康に暮らせるまちづくり』の実現に向けて、

市民及び関係機関と連携し、本計画を推進します。 

 

１ 計画の推進体制と進行管理 

本計画を効果的に推進するため、各分野の関係部局との連携を密にするとともに、分野別の個

別計画の進捗状況を年度ごとに点検し、本計画との整合性を図りながら改善に努めます。 

また、年度ごとの取り組み状況を有識者、市民代表、保健福祉分野の事業関係者からなる宗像

市保健福祉審議会に報告し、そこで出された意見・提言などを踏まえ、その後の計画の推進に反

映させます。 

 

２ 地域福祉推進のための連携強化 

 地域共生社会の実現に向けて、地域における支え合いづくりの中心的役割を担う各地区コミュ

ニティ運営協議会や社会福祉協議会だけでなく、地域の多様な主体と住民、そして行政との連携

強化を図りながら本計画を推進します。そのために、地域住民、地域の多様な主体、行政との定

期的な意見交換の機会の設定などの方策を検討していきます。 
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（調整余白ページ） 
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資料編 
                                           

 

 

１ 計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課長級会議 

計画関連分野の課長

等で構成する会議 

策定部会 

・地域福祉部会 

・保健・医療部会 

・高齢者福祉部会 

・障害者福祉部会 

・児童福祉部会 

・自立支援部会 

市民参画 

・パブリックコメント 

市 長 

事務局 

（健康課） 

庁内検討組織 

・計画案公表 

・意見 
・原案提出 

・修正指示等 

・諮問 

・答申 

・調整等 

宗像市保健福祉審議会 

・庁内検討組織として策定部会（6部会）と課長級会議を設置 

・庁内検討組織の結果を保健福祉審議会で審議 

・市民参画手続きとして、パブリックコメントの実施 
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２ 第４次宗像市保健福祉計画諮問・答申 

 

（１）第４次宗像市保健福祉計画諮問 
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（２）第４次宗像市保健福祉計画答申 
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３ 宗像市保健福祉審議会規則 

 

 

○宗像市保健福祉審議会規則 

 

平成 15 年 4 月 1 日 

規則第 45 号 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、宗像市附属機関設置条例(平成 15 年宗像市条例第 21 号)により設置された

宗像市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第 2 条 審議会は、委員 16 人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 社会福祉事業関係者 

(2) 介護保険事業関係者 

(3) 保健事業関係者 

(4) 知識経験を有する者 

(5) 市民代表 

(平 16 規則 1・一部改正) 

(任期) 

第 3 条 委員の任期は、2 年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員

が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解職されるものとする。 

(会長及び副会長) 

第 4 条 審議会に、会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

(会議) 

第 5 条 審議会は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

(部会) 

第 6 条 審議会は、必要に応じ部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。 

2 部会に所属する委員は、会長が指名する。 

3 部会に、委員互選による部会長を置く。 
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(庶務) 

第 7 条 審議会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。 

(平 16 規則 37・平 27 規則 20・一部改正) 

(雑則) 

第 8 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮っ

て定める。 

附 則 

この規則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 16 年 1 月 30 日規則第 1 号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

(委員の任期に関する経過措置) 

2 この規則の施行後、平成 17 年 8 月 31 日までの間に、新たに委嘱される委員の任期について

は、改正後の宗像市保健福祉審議会規則第 3 条の規定にかかわらず、現に在任する委員の残任期

間とする。 

附 則(平成 16 年 12 月 28 日規則第 37 号) 

この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 3 月 31 日規則第 20 号) 

この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
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４ 宗像市保健福祉審議会委員名簿 

 

（敬称略） 

氏名 所属など 区分 備考 

鬼﨑 信好 久留米大学教授 知識経験を有する者 会長 

岡山 昌裕 
元社会福祉法人宗像会理事

長 
知識経験を有する者 副会長 

安東 恵津子 宗像薬剤師会会長 保健事業関係者  

大隅 義博 公募市民 市民代表  

大坪 扶美子 
むなかたケアマネ・ネット

ワーク介護支援専門員 
介護保険事業関係者  

間世田 勇作 宗像歯科医師会会長 保健事業関係者 ～令和元年 8月 19日 

椛田 克明 宗像歯科医師会副会長 保健事業関係者 令和元年 8月 19日～ 

小林 裕美 
日本赤十字九州国際看護大

学教授 
知識経験を有する者 ～平成 31年 4月 10日 

中村 光江 
日本赤十字九州国際看護大

学学部長 
知識経験を有する者 平成 31年 4月 10日～ 

高岡 隆志 
宗像市福祉ボランティア活

動連絡協議会会長 
社会福祉事業関係者 ～令和元年 5月 24日 

坂梨 千尋 
宗像市福祉ボランティア活

動連絡協議会会長 
社会福祉事業関係者 令和元年 5月 24日～ 

塩谷 眞子 宗像医師会理事 保健事業関係者 ～令和元年 6月 12日 

樋口 貴文 宗像医師会副会長 保健事業関係者 令和元年 6月 12日～ 

柴田 祐治 
社会福祉法人宗像市社会福

祉協議会事務局長 
社会福祉事業関係者  

筒井 博之 
宗像・遠賀保健福祉環境事

務所保健監 
保健事業関係者 ～平成 30年 4月 13日 

中原 由美 
宗像・遠賀保健福祉環境事

務所保健監 
保健事業関係者 平成 30年 4月 13日～ 

中谷 光子 
宗像市食生活改善推進会会

長 
保健事業関係者  

飛鷹 修 
宗像市民生委員児童委員協

議会会長 
社会福祉事業関係者  

前村 生子 公募市民 市民代表  

松倉 真理子 福岡教育大学准教授 知識経験を有する者  

山下 泰美 宗像市あゆみの会会員 社会福祉事業関係者  

基準日：平成 29年 12月 1日  
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５ 計画策定の経緯 

期日 内容 

平成３１年１月１１日 ■平成３０年度第２回宗像市保健福祉審議会 

○第４次宗像市保健福祉計画の策定について（諮問） 

○第４次宗像市保健福祉計画の策定について 

○第４次宗像市保健福祉計画の構成案について 

○第４次宗像市保健福祉計画の策定体制と流れについて 

○第４次宗像市保健福祉計画の策定スケジュール予定について 

１月２８日 ■宗像市保健福祉計画検討会議・第１回課長級会議・策定部会 

○第４次宗像市保健福祉計画について 

○平成３０年度の進め方について 

○第３次宗像市保健福祉計画の進捗状況等のまとめについて 

１月２９日 

～３月 

■第４次宗像市保健福祉計画検討会議・策定部会 

○第３次宗像市保健福祉計画の取り組み（平成２７～２９年度）の

まとめの実施 

令和元年５月２３日 ■宗像市保健福祉計画検討会議・第２回課長級会議 

○策定部会担当者の選出について 

○基本計画について 

○基本理念について 

○策定スケジュールについて 

５月～６月 ■第３次宗像市保健福祉計画の進捗状況（平成３０年度）の整理の

実施 

６月２７日 ■令和元年度第１回宗像市保健福祉審議会 

○第３次宗像市保健福祉計画の進捗状況（平成３０年度）について 

６月～８月 ■第４次宗像市保健福祉計画・基本計画事務局案の作成の実施 

８月～１０月 ■第４次宗像市保健福祉計画検討会議・策定部会 

○基本計画案・第１～３章の作成の実施 

９月～１１月 ■第４次宗像市保健福祉計画検討会議・策定部会 

○基本計画案・第４～６章の作成の実施 

１０月８日 ■宗像市保健福祉計画検討会議・第３回課長級会議 

○保健福祉計画の策定に係る変更点について 

○国の地域福祉計画に対する考え方について 

○保健福祉審議会に提出する資料について 

 ・これまでの確認～市の現状について 

 ・基本計画第１章「地域福祉の推進」について 

 ・基本計画第２章「保健・医療の充実」について 

 ・基本計画第３章「高齢者保健福祉の推進」について 
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１０月２４日 ■令和元年度第２回宗像市保健福祉審議会 

○これまでの確認について 

○国の地域福祉計画に対する考え方について 

○市の現状について 

○基本計画第１章「地域福祉の推進」について 

○基本計画第２章「保健・医療の充実」について 

○基本計画第３章「高齢者保健福祉の推進」について 

１１月１９日 ■宗像市保健福祉計画検討会議・第４回課長級会議 

○保健福祉審議会に提出する資料について 

 ・前回（第２回保健福祉審議会）の確認について 

 ・前回審議会での各委員からのご意見に対して 

 ・基本計画第４章「障がい者福祉の推進」について 

 ・基本計画第５章「児童福祉の推進」について 

 ・基本計画第６章「自立生活支援の推進」について 

１１月２８日 ■令和元年度第３回宗像市保健福祉審議会 

○前回（第２回保健福祉審議会）の確認について 

○前回審議会での各委員からのご意見に対して 

○基本計画第４章「障がい者福祉の推進」について 

○基本計画第５章「児童福祉の推進」について 

○基本計画第６章「自立生活支援の推進」について 

令和２年１月１０日 ■第４次保健福祉計画案の答申 

１月２０日 ■庁議 

○パブリック・コメントの実施について 

２月４日 

～３月５日 

■パブリック・コメント 

３月１０日 ■庁議 

○パブリック・コメント提出意見に対する回答及び本計画の決定に

ついて 
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６ パブリックコメントの意見およびその回答 
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